
情報公開及び個人情報保護調査研究会設置要領 

 

 

（目的） 

第１条 情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務について、制度面

及び運用面の改善に係る調査研究並びに局等との連絡調整を行い、もって事務の円滑な

処理を図るため、情報公開及び個人情報保護調査研究会（以下「研究会」という。）を設

置する。 

 

（協議・検討事項） 

第２条 研究会は、次に掲げる事項について協議・検討する。 

（１）情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務について制度面及び

運用面の改善に係る調査研究に関すること 

（２）局等との連絡調整に関すること 

（３）その他情報公開の推進に関する事務及び個人情報の保護に関する事務の円滑な処理

を図るために必要な課題の検討に関すること 

 

（組織の構成） 

第３条 研究会は、「情報公開及び個人情報保護に関する事務取扱要綱」に定める局等の情

報公開・個人情報保護主任の職にある者をもって構成する。 

２ 研究会に座長及び座長代理を置く。 

３ 座長は総務局公開制度等担当課長をもって充て、座長代理は互選により選任する。 

４ 座長は、研究会を代表し、議事その他の会務を主宰する。 

５ 座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

 

（研究会の開催） 

第４条 研究会は、座長が招集する。 

２ 研究会は、座長が指名する者をもって組織する部会に、第２条の事務をさせることが

できる。 

３ 研究会は、必要があると認めるときは関係局等の職員の出席を求め、意見を聞くこと

ができる。 

 

（庶務） 

第５条 研究会の庶務は、総務局行政部行政課（情報公開グループ）において処理する。 

 

（施行の細目） 

第６条 この要領に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

 

附則 

この要領は、平成 22 年７月 22 日から施行する。 

附則 

この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。 


